
厚生労働大臣の定める掲示事項 

（令和７年１月１日現在） 

 

Ⅰ 入院基本料について 
  当院の３階病棟では、（日勤、夜勤あわせて）１日に１２人以上の看護職員（看護師及び准看護師） 

が勤務しています。また、１日に５人以上の看護補助者が勤務しています。 
なお、時間帯毎の平均的な配置は次のとおりです。 
・８時３０分～１７時３０分まで、看護職員１人あたりの受け持ちは７人以内です。 
・１７時３０分～８時３０分まで、看護職員１人あたりの受け持ちは１４以内です。 

   
当院の脳卒中ケアユニット病床では、１日に２人以上の看護師が勤務しており、看護職員１人あた 
りの受け持ちは常時３人以内です。 
 
当院の２階病棟では、（日勤、夜勤あわせて）１日に１１人以上の看護職員（看護師及び准看護師） 
が勤務しています。また、１日に５人以上の看護補助者が勤務しています。 
なお、時間帯毎の平均的な配置は次のとおりです。 
・８時３０分～１７時３０分まで、看護職員１人あたりの受け持ちは７人以内です。 
・１７時３０分～８時３０分まで、看護職員１人あたりの受け持ちは２４人以内です。 

 
Ⅱ 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、医療ＤＸ推進について 
  当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定 

し、７日以内に文章によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、 
医療完全管理体制の基準を満たしており、医療 DX 推進については、オンライン資格確認により取 
得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を整えています。 

 
Ⅲ 明細書発行体制について 
  医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療 

報酬の算定項目の分かる明細書を無料で原則発行しております。 
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されておりますが、明細書の発行を 
希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出てください。 

 
Ⅳ 当院は関東信越厚生局長に下記の届出を行っております。 
  ① 入院時食事療養（Ⅰ）を算定すべき食事療養の基準に係る届出 
    当院は、入院時食事療養費に関する特別管理により食事の提供を行っており、療養のための食 

事は管理栄養士の管理の下に、適時（夕食については午後６時以降）、適温で提供しています。 
  ③ 基本診察料及び特掲診療料の施設基準等に係る届出 
    別紙 
 
 
 



Ⅴ 保険外併用療養費及び保険外負担に関する事項 
  当院では、個室使用料、証明書・診断書料、紙おむつ代等につきまして、その利用日数に応じ 

た下記実費のご負担をお願いしております。 
① 特別療養環境の提供 

  区分 部屋番号 主な設備 使用料（１日・税込） 

特別室 
（一人） 

２１６号 トイレ・シャワー・テレビ ８，８００円 

３１７号 トイレ・シャワー・テレビ ８，８００円 

一 人 
３１３号 トイレ・テレビ ５，５００円 

３１５号 トイレ・テレビ ５，５００円 

二 人 
２０３号 テレビ ３，３００円 
２１５号 テレビ ３，３００円 
３０３号 テレビ ３，３００円 

※ 上記お部屋をご希望の方は病棟スタッフまで申し出てください。尚、空床であっても、

病状や病院側の事情によりご利用いただけない場合がございます。 
※ 医師が「治療上」や「緊急時対応」などの理由で使用を指示した場合は、費用は請求致

しません。 
  ② その他保険外負担 
    当院では、個室使用料、証明書・診断書料、紙おむつ代等につきまして、その利用日数に応 

じた実費のご負担をお願いしております。（別紙） 
 
Ⅵ 同じ症状による通算（他院からの継続も含める）のご入院が１８０日を超えると、患者様の状態 
  によっては健康保険からの入院基本料の１５％が病院に支払われません。 

１８０日を超えた日からの入院が選定療養の対象となり、入院基本料の１５％は特定療養費とし 
て以下の金額が患者様のご負担となります。（病院の収入が増える訳ではありません） 
 

 
医療法人社団千葉秀心会 東船橋病院 

急性期一般入院基本料４（10 対 1 入院基本料） ................ 1 日につき２，１９０円（税込） 

一般病棟入院基本料（特別入院基本料）    ..................   1 日につき９２０円（税込） 


